
広報 142025（R7）4月号

「第十二回特別弔慰金」の申請を受け付けています
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和 7 年 4 月 1 日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、
次の順番による先順位のご遺族 1人に特別弔慰金が支給されます。
■対象者　⑴令和７年４月１日までに弔慰金の受給権を取得した方　⑵戦没者等の子　⑶戦没者等の①父母②孫③祖父母
　　　　　④兄弟姉妹※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番
　　　　　の変動有り　⑷上記⑴～⑶以外の戦没者等の三親等内の親族※戦没者等の死亡時まで引き続き 1 年以上生計
　　　　　関係を有していた方に限る
■支給内容　額面 27万 5千円、5年償還の記名国債
■請求期限　令和 10年 3月 31日　請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
■問合せ　保健福祉課福祉係　☎72‐6917

【
認
定
こ
ど
も
園
那
須
幼
稚
園
】

〇
子
育
て
相
談
等
（
マ
マ
も
子
も
サ
ロ
ン
）

▼
日　
時　
平
日
の
午
前
中

　
（
別
時
間
希
望
の
場
合
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
）

※
相
談
中
、
託
児
を
引
き
受
け
ま
す
。

〇
2
歳
児
保
育

　
4
月
1
日
現
在
満
2
歳
に
な
る
お
子

さ
ん
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
受
入
れ
人
数
に
は
制
限

が
あ
り
ま
す
。

〇
一
時
預
か
り
事
業　
　
　
　
　
　
　

　
第
１
号
認
定
児
の
預
か
り
保
育
を

行
っ
て
い
ま
す
（
共
働
き
世
帯
の
場
合

申
請
に
よ
り
無
償
化
さ
れ
ま
す
）。
ま

た
、
第
１
号
認
定
児
（
当
幼
稚
園
児
）

以
外
の
お
子
さ
ま
で
も
、
保
護
者
の
都

合
に
応
じ
て
お
預
か
り
し
ま
す
。
年
齢

制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
利
用
日
時　
平
日
、
長
期
休
業
日　

午
前
8
時
〜
午
後
6
時

〇
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

「
心
を
育
て
る
学
童
保
育
」

　
主
に
小
学
1
〜
3
年
生
が
対
象
で
す

が
、
希
望
が
あ
れ
ば
6
年
生
ま
で
対
象

で
す
。

▼
利
用
日
時

・
平
日　
放
課
後
時
間
か
ら
午
後
6
時

※
黒
田
原
小
学
校
ま
で
バ
ス
で
お
迎
え

し
ま
す
。

・
長
期
休
業
日
（
春
、夏
、冬
休
み
）
は
、

料
金
等
は
別
規
定
と
な
り
、
定
員
も
あ

り
ま
す
。

※
詳
細
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
園
庭
・
園
舎
開
放
事
業

▼
利
用
日
時　
平
日
の
午
前
中

※
満
3
歳
児
保
育
室
利
用
は
平
日
午
前

11
時
30
分
ま
で
（
保
護
者
同
伴
）

▼
問
合
せ　
認
定
こ
ど
も
園
那
須
幼
稚
園

☎
72
‐
0
1
8
4

【
那
須
み
ふ
じ
幼
稚
園
】

〇
お
母
さ
ん
と
未
就
園
児
の
会

　
（
こ
ひ
つ
じ
ぐ
み
）　

　
保
護
者
の
方
と
一
緒
に
簡
単
な
手
仕

事
を
し
な
が
ら
、
遊
ん
だ
り
子
育
て
の

お
話
を
し
た
り
し
ま
す
。

▼
日　
程　

　
5
月
15
日
㈭
、
6
月
19
日
㈭
、
7
月

17
日
㈭
、
8
月
21
日
㈭
、
9
月
18
日

㈭
、
10
月
16
日
㈭
、
11
月
20
日
㈭
、

12
月
18
日
㈭
、
令
和
8
年
1
月
15
日

㈭
、
2
月
19
日
㈭
、
3
月
19
日
㈭

▼
参
加
費　
2
0
0
円（
お
や
つ
代
含
む
）

※
内
容
に
よ
っ
て
材
料
費
実
費
が
か
か

り
ま
す
。
ま
た
、
日
程
は
変
更
に
な
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

〇
２
歳
児
保
育

　
4
月
1
日
現
在
満
2
歳
に
な
る
お
子

さ
ん
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
受
入
れ
人
数
に
は
制
限

が
あ
り
ま
す
。

一
時
預
か
り
事
業　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
1
号
認
定
児
の
預
か
り
保
育
を

行
っ
て
い
ま
す
（
共
働
き
世
帯
の
場
合

申
請
に
よ
り
無
償
化
さ
れ
ま
す
）。
ま

た
、
第
１
号
認
定
児
（
当
幼
稚
園
児
）

以
外
の
お
子
さ
ま
で
も
、
保
護
者
の
都

合
に
応
じ
て
お
預
か
り
し
ま
す
。

▼
利
用
日
時

 

・
平
日
長
期
休
業
日
（
春
、
夏
休
み
）

　
午
前
８
時
〜
午
後
６
時

※
長
期
休
業
日
は
特
別
料
金
が
か
か
り

ま
す
。

〇
園
庭
・
園
舎
開
放
事
業　
　
　
　
　

　
タ
イ
ヤ
遊
園
や
松
林
等
は
い
つ
も
開

放
さ
れ
て
い
ま
す
。

〇
子
育
て
ラ
ン
ド
事
業　
　
　
　
　
　

　
人
格
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
お
子
さ
ま
の
子
育
て
や
教
育
環
境

な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
た
各
種
講
演
会
を

年
に
複
数
回
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ　
那
須
み
ふ
じ
幼
稚
園

　
☎
62
‐
1
3
5
0

　
令
和
７
年
度
の
接
種
対
象
の
方
に
、

接
種
券
を
郵
送
し
ま
し
た
。

▼
定
期
接
種
対
象
者

・
年
度
内
に
65
歳
に
な
る
方

・
60
〜
64
歳
で
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル

　
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
の
障
が
い
が
あ
り
、

　
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
方

▼
経
過
措
置
対
象
者

 

・
年
度
内
に
70
、
75
、
80
、
85
、
90
、

　
95
、
1
0
0
歳
に
な
る
方

 

・
令
和
7
年
度
の
み
1
0
0
歳
以
上
の
方

▼
経
過
措
置
期
間　

　
令
和
7
年
度
〜
11
年
度
ま
で（
5
年
間
）

▼
助
成
対
象
期
間　

　
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で　

▼
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
と
接
種
回
数

 

・
生
ワ
ク
チ
ン
（
阪
大
微
研
）　
1
回

 

・
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
（
G
S
K
社
）　
2
回

▼
助
成
金
額

 

・
生
ワ
ク
チ
ン（
阪
大
微
研
）4
，0
0
0
円

 

・
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
（
G
S
K
社
）

　
1
0
，0
0
0
円
/
回

▼
自
己
負
担
額

 

・
生
ワ
ク
チ
ン（
阪
大
微
研
）4
，8
6
0
円

 

・
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
（
G
S
K
社
）

　
1
2
，0
6
0
円
/
回

▼
実
施
医
療
機
関

 

・
那
須
町
、
那
須
塩
原
市
、
大
田
原
市

　
内
の
町
契
約
医
療
機
関

 

・
県
内
相
互
乗
り
入
れ
事
業
に
加
入
す

　
る
医
療
機
関

 

・
右
記
以
外
の
医
療
機
関
以
外
で
接
種

　
す
る
場
合
に
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
ま

　
で
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

※
帯
状
疱
疹
の
任
意
接
種
に
つ
い
て
は
、

今
年
度
も
継
続
し
て
実
施
し
て
い
ま
す

の
で
、
接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
保
健

セ
ン
タ
ー
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
72
‐
5
8
5
8

帯
状
疱
疹
の
予
防
接
種
が

定
期
接
種
に
な
り
ま
し
た

幼
稚
園
の
事
業
を
紹
介
し
ま
す

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

那
須
高
校
タ
イ
ム

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation


